
新組長の皆様                        
 

令 和 ２年度 
西柴団地自治会 

組長・ブロック長、副ブロック長及び各部の主な仕事 

 

組長の役割と主な仕事 

（１） 配布物・回覧物の取扱い 
    ① 毎月２５日（日・祝日の場合は 26 日） 
       『自治会便り』を会館に取りに行き、各戸に配布する 
   ② 毎月１０日、２５日（日・祝日の場合は翌日） 
      『回覧物』を会員に回覧する 

回覧物は各副ブロック長から組長宅ポストに直接届けられます 
  《注》回覧物の中に申し込みを募るようなものがあった場合は、たとえ申し込みが無いもので

あっても必ず期日までにブロック長に届ける。 
 
（２） 転入、転出の事後処理 
    ①転入者、転出予定者にそれぞれ手続き書類が入った封筒を渡す。 
     ※転入者には出来るだけ自治会への加入を勧めて下さい。 

 
（３） 逝去 
    ①逝去の連絡を受けたら、遺族の方に「訃報届」に記入いただき、組長の方が押印の上 

自治会へ届ける。 
    ②「訃報通知」を掲示板、自治会便りに掲載してよいか必ず遺族の方に確認を行う。 
    ③自治会館にて香典を預かり、代表してお届けする。 
 
（４） 組懇談会の主催と組長会への参加 
 
（５） 夕涼み会、餅つき大会、バス通り清掃等自治会行事へ参加・協力する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保 存 版 



・・・以下の担当は、原則 80歳未満の方とする・・・ 

ブロック長会議長、ブロック長、（副）ブロック長、各部の役割と主な仕事 

＜ブロック長会議長＞ 

（１） ブロック長会の議長を務める。 
（２） 新組長会議の招集・司会 
（３） 役員候補者等推薦委員選出会議の招集・司会（隔年） 
 
＜ブロック長＞ 

（１） 定例本部会に出席（8 月を除く毎月第 3 土曜日午前） 
    ①本部会の審議に参画する。 

②ブロック内での諸問題等を報告する。 
（２） 副ブロック長が、『回覧物』の受領と各組長への配布（毎月 10 日・25 日、日・祝日は翌

日）が困難な場合は、代わって担当する。 
（３） アンケートや参加者報告等を自治会館に届ける（不定期） 
（４） 夕涼み会、餅つき大会、バス通り清掃等自治会行事への参画  
（５） 防災拠点運営委員会（避難者管理班）に所属します。（防災訓練 10 月日曜日 午前） 
（６） ブロック内組長会議の主催、ブロック長会議への出席 
（７） 役員候補者推薦委員選出会議のブロック別会議担当（隔年） 
 
＜副ブロック長＞ 

（１） 『回覧物』の受領と各組長への配布（毎月 10 日・25 日、日・祝日は翌日） 
（２） ブロック長が本部会を欠席する場合は代理出席する。 
（３） 夕涼み会、餅つき大会、バス通り清掃等自治会行事への参画  
（４） その他ブロック長をサポートする。 
 

各部の役割と主な仕事  （下記の仕事以外にも追加の仕事をお願いする場合もあります。） 

 
＜総務部＞《注》簡単なパソコン操作のできる方はご協力をお願いします。 
（１） 定例本部会の開催準備、司会、議事録作成（8 月を除く毎月第 3 土曜日午前） 
    ①会場準備 ②本部会での進行、記録、マイクの準備 等 
（２） 掲示板の管理、自治会からの掲示物の掲示（毎月 10 日、25 日） 
（３） 夕涼み会等自治会行事のサポート（6 月～7 月各 1 回程度）、当日の受付（7 月下旬） 
（４） 新組長会議（3 月）の準備 
（５） 役員候補者等推薦委員会の準備（隔年） 
（６） 自治会館の備品の確認（3 月） 
（７） 総会（4 月）の開催準備（1～3 月に月 1 回程度）、運営、議事録作成 
 
＜広報部＞《注》簡単なパソコン操作のできる方はご協力をお願いします。 
（１） 自治会便りの作成、発行（8 月を除く毎月 25 日） 
    ①自治会便り配布の前日（日・祝日の場合は前々日）に印刷及び仕分け作業 
    ②企画会議（月 1 回） 



（２） 広報『西柴団地』の作成、発行（年 1 回：5 月 25 日） 
    ・役員原稿、写真、総会資料にて印刷所に依頼 
（３） 夕涼み会等自治会行事のポスター作成、掲示（7 月） 
（４） 夕涼み会（7 月）、拠点防災訓練等の自治会行事の記録作成（写真撮影） 
 
＜防犯部＞《注》簡単なパソコン操作のできる方はご協力をお願いします。 
（１） 安全、安心のまちづくりのための活動 
    ①地域の防犯に関する諸活動（随時） 
    ②防犯に関する講習会の実施、自治会便りへの防犯情報の掲載等による防犯意識の啓蒙 
（２） 防犯パトロール促進のための企画立案、管理・運営。（年１回パトロール予定表・メンバ

ー表の作成・配布等） 
（３） 防犯カメラの管理運用 
（４） 夕涼み会等自治会行事のサポート 
 
＜防災部＞ 

（１） 家庭防災活動の啓蒙と有効な家庭用防火・消火機器の斡旋 
（２） 拠点防災訓練の準備と当日の運営（毎年１０月頃） 
（３） 家庭防災に関する訓練の準備と運営 
（４） 西柴防災ニュースの作成と発行（随時 年６回程度） 
 
＜環境交通部＞ 

（１） 交通安全と街の美化等環境改善に関するハマロードサポーターとしての活動 
（２） 年２回 バス通りの清掃（6 月、12 月を予定） 
（３） 夕涼み会（7 月下旬）等の交通整理 
（４） 生活環境を守るための西柴団地協定にもとづく環境保全に関する活動 
（５） 称名寺東公園トイレに係る住民・行政の窓口機能 
（６） 金沢まつり花火大会時の募金活動 
 
＜行事部＞ 

（１） ラジオ体操の企画・準備と当日の運営（夏休み時期） 
（２） 夕涼み会を夕涼み会企画委員会と共に準備を行い当日のイベントを運営（7 月下旬） 
（３） 餅つき大会の企画・準備と当日の運営（12 月の予定） 
 
＜建築協定運営委員会＞ 任期 2 年、建築協定加入者に限る 

（１） 新築、増改築の協定に基づいた審査 
（２） 新築、増改築に伴い、施主及びメーカーが催す説明会等の出席 
（３） 毎月第 2 土曜日の午前に定例会議(8 月を除く) 
（４） 夕涼み会等自治会行事のサポート 
 
以上は活動内容の概略です。ご質問がございましたら、自治会事務までご連絡ください。 
℡・fax  ０４５－７０１－４９６１  e-mail  nisisiba4@yahoo.co.jp 

mailto:nisisiba4@yahoo.co.jp

